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2019年度 臨時第１回 法学部教授会議事録 

        

日 時：2019年 8月 7日（水）13：00～14：32 

場 所：板橋校舎 一号館 4階 1－0420教室（法律学科協議会 12:30～ 1-0420）  

教授会定足数 18名（37-2名の半数）以上 ／ 人事教授会 23名（36-2名の 2/3）以上 

出 席 者：28名 

議 長： 法学部長 

 
 

Ⅰ．定足数の確認 

 教授会定足数 18 名（37-2 名の半数）以上の 28 名の出席が確認され、本教授会の成立が 

報告され、臨時第 1回（2019年 8月）教授会の開催が宣言された。 

 

Ⅱ．議案の審議  

 審議に先立ち、法学部長より、第 4回(2019年 7月)法学部教授会議事録について報告の後、

承認され、確定された。 

 また、学部長より学生の不正行為に係る臨時の教授会として開催することになっていたが、

議案が多数出てきたので臨時教授会とはいえ、複数議案を審議することになったことを諒承

いただきたい、と了解が求められた。 

 

 

【① 臨時第１回；一般資料：議 案】 

1. 2020年度 法学部ゼミ開講時間の変更に関する件 

 法学部長より資料に基づき、下記の説明があった。 

 資料①-01は、学部長より、お願いという形で提示したものである。これは、専任教員に限

るということで、非常勤の先生は当てはまらず、非常勤のゼミや専門科目については、それを

優先するということになると説明があった。専任教員のゼミと専門科目をどうするか、という

提案であることが説明された。 

 2019年 11月に 2020年度の出講調査表を事務から送付し、2020年 1月に全学部の出講情報

が集約され、2020 年 2 月にようやく、時間割案が作成できる。曜日時限を考慮した「教室が

足りている、足りていない」の判断ができるようになるのは、この後になると、法学部長から

説明があった。 

  

 2. 同窓会に関する件 

 法学部長より、同窓会についてこれまで時間がなくきちんと議論することが難しかったの

で、本日の８月臨時教授会の席で議論を深めたいと提案があった。 

 まず、法学部長より４月以来の同窓会に関することについて、説明がなされた。ついで、 

二名の教員より意見の開陳があった。 
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 種々の審議の結果、意見を教授会の議事録にまとめて、「法学部の意見」という形で、今度

の連携強化協議会に提示する、と、法学部長から説明があった。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 3. 各学部学科が目指すグローバル化に関する件 

 法学部長より、学長室からの実態調査への回答を資料に基づき、提案された。 

この件は、国際交流センターが学生数全体の 5％くらいは留学生を入学させたいと目標を掲げ

ていることから、大学全体で留学生を増やそうとしているものである。 

 法学部長からは、両学科の詳細な状況や人数等を確認して提出するので、執行部に一任と 

させていただきたいと提案され、承認された。 

 

 4. その他 

 特になし。 

 

 

【② 臨時第１回；一般資料：報 告】 

 1. 諸会議報告（2019年 7月 11日から 8月 6日まで） 

 2. その他 

   特になし。 

 

 

【③ 臨時第１回；学籍・回収資料】 

 1. 学生の身分に関する件 

 法学部長より、当該案件は法学部学生懲戒処分に関する内規第 16条 2項により取扱う旨の

説明があった。法学部長の指名を受け、法律学科主任より資料に基づき、2019 年度前期授業

中試験における不正行為について説明があり、大東文化大学定期試験における不正行為者の

処分に関する規程に基づき、処分案および公示案が提案された。 

 法学部長より、意見、質問が要請されたが意見等は無く、処分案と公示案は、承認された。

また、処分起算日は、8 月 7 日となっているが、実際に効力が発効されるのは、 

2019年 8月 8日となることが確認された。 

   

 2. 学長選挙 選挙管理委員の変更に関する件 

 法学部長の指名を受け、政治学科主任より、資料はないが、学長選挙の選挙管理委員につい

て、政治学科准教授としていたが、諸般の事情により政治学科教授に変更することが報告され、

承認された。また、この任期については 2019年 4月 1日からとすることが補足説明された。 

 

 3. その他 

 特になし。 
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 Ⅴ.人事教授会  

 法学部長より、特任准教授の議決権が無いことを確認し、人事教授会定足数 23名（36-2の

2/3）以上 26名の出席が確認され、人事教授会の開催が宣言された。 

 

 

【人事教授会・回収資料】 

 1. 政治学科「国際政治学／国際政治学Ｂ」担当講師辞退に関する件 

 法学部長の指名により、政治学科主任から資料に基づき政治学科非常勤講師の担当辞退に

ついて理由の説明があり、承認された。 

 

 2. 担当講師辞退による後任非常勤講師採用に関する件 

  法学部長の指名により、政治学科主任から履歴書、業績書に基づき、政治学科非常勤講師

の後任者の業績について説明があり、承認された。 

 

 

 

 

 

 以上で、全ての審議が終了したので、法学部長は閉会を宣した。 

 

 

 

 

 

  

 


